
介
護
保
険
負
担
限
度
額

認
定
証
更
新
の
お
知
ら
せ

寝
具
乾
燥
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

実
施
の
お
知
ら
せ

平
成
３０
年
度
慰
霊
巡
拝
の

実
施
に
つ
い
て

戦
後
７３
年
２
０
１
８
あ
い
ち

平
和
行
進
が
行
わ
れ
ま
す
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介
護
保
険
制
度
で
は
、
介
護
保
険
施
設

（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
介
護
老
人
保

健
施
設
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
、
介
護

医
療
院
、
短
期
入
所
施
設
）
利
用
者
の
負

担
軽
減
の
た
め
に
、
所
得
段
階
に
応
じ
た

食
費
と
居
住
費
等
の
負
担
限
度
額
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
介
護
保
険
負
担
限
度
額
の
認
定
を

受
け
る
た
め
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

平
成
29
年
度
に
認
定
を
受
け
て
い
た
方

を
対
象
に
、
5
月
下
旬
〜
6
月
上
旬
に
更

新
の
ご
案
内
を
郵
送
し
ま
す
。
引
き
続
き

認
定
が
必
要
な
方
は
高
齢
介
護
課
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

※
有
効
期
間
開
始
日
は
、申
請
月
の
初
日

か
ら
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類

◇
介
護
保
険
被
保
険
者
証

◇
負
担
限
度
額
認
定
申
請
書

◇
預
貯
金
に
係
る
通
帳
等
の
写
し
（
配
偶

者
が
み
え
る
方
は
配
偶
者
の
通
帳
等
の

写
し
も
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
）

※
現
在
認
定
を
受
け
て
い
な
い
方
で
も
、

平
成
29
年
中
の
所
得
や
世
帯
の
状
況
な

ど
に
よ
り
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
高
齢
介
護
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
わ
せ

　
高
齢
介
護
課　

84
0
6
4
9

寝
具
（
掛
布
団
、
敷
布
団
、
毛
布
）
の

洗
濯
乾
燥
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
無
料
で
実
施

（
年
2
回
以
内
）
し
ま
す
。

市 政 ニ ュ ー ス

対
象
者

65
歳
以
上
の
者
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
で
、

自
ら
寝
具
の
衛
生
管
理
を
行
う
こ
と
が

困
難
で
世
帯
全
員
が
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方

◇
要
介
護
認
定
1
以
上
の
方

◇
身
体
障
が
い
者
手
帳
1
級
ま
た
は
2
級

所
持
者
の
う
ち
肢
体
不
自
由
の
方

利
用
で
き
る
枚
数

◇
掛
け
布
団
、
敷
き
布
団　
各
1
枚

◇
毛
布
　
2
枚
ま
で

申
込
み

高
齢
介
護
課
へ
申
請
書
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
（
代
行
・
郵
送
申
請
も
可
。
た

だ
し
、
電
話
で
の
申
請
は
不
可
）

※
申
請
書
は
高
齢
介
護
課
ま
た
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

問
合
わ
せ

　
高
齢
介
護
課　

84
0
6
4
4

あ
い
ち
平
和
行
進
と
は
、
核
兵
器
も
戦

争
も
な
い
平
和
な
世
界
を
実
現
す
る
た
め

に
、
「
原
爆
の
火
」
に
平
和
へ
の
願
い
を

込
め
て
、
被
爆
者
と
共
に
県
内
を
行
進
す

る
も
の
で
す
。
今
年
は
平
和
行
進
が
始
ま

っ
て
60
周
年
の
記
念
の
年
で
す
。

6
月
6
日
㈬
午
前
9
時
に
半
田
市
役
所

を
出
発
し
ま
す
。

問
合
わ
せ

実施日

※希望する回にお申し込みください（年２回以内）。　

回数 申込締切 回収日 配送日

第１回 ６月１５日（金） ７月６日（金） ７月１３日（金）

第２回 ８月１６日（木） ９月６日（木） ９月１３日（木）

第３回 １０月１６日（火） １１月６日（火） １１月１３日（火）

第４回 １２月１９日（水） 平成31年
１月９日（水）

平成31年
１月１６日（水）

　
原
水
爆
禁
止
知
多
地
域
協
議
会

　

㉖
1
3
1
3

旧
主
要
戦
域
と
な
っ
た
陸
上
及
び
海
上

な
ど
に
お
け
る
戦
没
者
を
対
象
と
し
た
平

成
30
年
度
慰
霊
巡
拝
の
実
施
に
伴
い
、
実

施
地
域
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

対
象
者

◇
戦
没
者
の
配
偶
者
、
父
母
、
子
、
兄
弟

姉
妹
、
参
加
遺
族
（
子
、
兄
弟
姉
妹
）

の
配
偶
者
、
戦
没
者
の
孫
、
甥
、
姪

※
今
回
実
施
す
る
地
域
で
戦
没
さ
れ
た
方

の
遺
族

※
過
去
5
年
以
内
に
同
一
国
、
地
域
に
参

加
さ
れ
た
方
は
、
基
本
的
に
応
募
で
き

ま
せ
ん
。

実
施
地
域

　
ビ
ス
マ
ー
ク
諸
島
、
硫
黄
島
、
ミ
ャ
ン

マ
ー
、
パ
ラ
オ
諸
島
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

実
施
時
期

　
10
月
下
旬
〜
2
月
下
旬

申
込
み

地
域
福
祉
課
（

84
0
6
4
1
）
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
そ
の
後
、
実
施
地
域

ご
と
の
申
請
書
や
添
付
書
類
等
を
ご
提
出

い
た
だ
き
ま
す
。


